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個別有害・危険製品の処理 
 

【基本的事項】 

 有害性・危険性がある廃棄物のうち、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）に該当するものは、

事業者の責任において処理することを原則とし、一般廃棄物に該当するものは、排出に関する優先

順位や適切な処理方法等について住民に広報するものとする。 
 有害性・危険性がある廃棄物は、業者引取ルートの整備等の対策を講じ、適正処理を推進すること

が重要であり、関連業者へ協力要請を行う。 
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図 1 有害・危険物処理フロー 

 

STEP1 収集先の確認 

 発生物の収集ルートが機能している場合には、各指定引取先または受入先での回収を依頼し、速や

かに処理・リサイクルを行う。 
 発生物の収集ルートが機能していない場合は、仮置場で一時保管し指定引取先の復旧を待つか、他

の指定引取先へ転送し、処理・リサイクルを行う。 
 
STEP2 仮置場における保管 

 市町村が回収・処分しているところでは、当該市町村の平常時の機能が回復するまで、または地域

共同で回収処分する体制が確立しているところでは、当該システムが機能するまで保管する。 
 仮置場を新たな指定引取場所とし、運搬・処理業者と直接やり取りすることで、速やかに処理・リ

サイクルを行う方法も考えられる。 
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表 1 対象とする有害・危険製品の収集・処理方法 

区分 項目 収集方法 処理方法 

有
害
性
物
質
を
含
む
も
の 

廃農薬、殺虫剤、その他薬品（家庭薬品

ではないもの） 
販売店、メーカーに回収依頼／廃棄物処理許

可者に回収・処理依頼 

中和、焼却 

塗料、ペンキ 焼却 

廃
電
池
類 

密閉型ニッケル・カドミウム蓄電

池（ニカド電池）、ニッケル水素

電池、リチウムイオン電池 

リサイクル協力店の回収（箱）へ 破砕、選別、 

リサイクル 

ボタン電池 電器店等の回収（箱）へ 

カーバッテリー 
リサイクルを実施しているカー用品店・ガソ

リンスタンドへ 

破砕、選別、 

リサイクル 

（金属回収） 

廃蛍光灯 回収（リサイクル）を行っている事業者へ 

破砕、選別、 

リサイクル 

（カレット、 

水銀回収） 

危
険
性
が
あ
る
も
の 

灯油、ガソリン、エンジンオイル 購入店、ガソリンスタンドへ 
焼却、 

リサイクル 

有機溶剤（シンナー等） 
販売店、メーカーに回収依頼／廃棄物処理許

可者に回収・処理依頼 
焼却 

ガスボンベ 引取販売店への返却依頼 
再利用、 

リサイクル 

カセットボンベ・スプレー缶 
使い切ってから排出する場合は、穴をあけて

燃えないごみとして排出 
破砕 

消火器 購入店、メーカー、廃棄物処理許可者に依頼 
破砕、選別、 

リサイクル 

感
染
性
廃
棄
物
（
家
庭
） 

使用済み注射器針、 

使い捨て注射器等 

地域によって自治体で有害ごみとして収集. 

指定医療機関での回収（使用済み注射器針回

収薬局等） 

焼却・溶融、埋立 

※以下の品目については、該当する技術資料等を参照のこと。 
アスベスト：【技 24-14】廃石綿・石綿含有廃棄物の処理 
PCB 含有廃棄物電気機器：PCB 含有廃棄物について（第一報：改訂版）（国立環境研究所） 
フロンガス封入機器（冷蔵庫、空調機等）：【技 24-6】家電リサイクル法対象製品の処理 
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表 2 有害・危険製品注意事項 

種類 注意事項 

農薬 

 容器の移し替え、中身の取り出しをせず、許可のある産業廃棄物業者または回収を行っている市

町村以外には廃棄しない。 

 毒物または劇物の場合は、毒物及び劇物取締法により、保管・運搬を含め事業者登録が必要とな

り、廃棄方法も品目ごとに定められている。 

 指定品目を一定以上含むものや、強酸・強アルカリに類するものは特別管理産業廃棄物に区分さ

れることがある。 

塗料 

ペンキ 

 産業廃棄物の場合は、許可のある産業廃棄物処理業者に処理を委託する。 

 一般廃棄物の場合は、少量なので中身を新聞等に取り出し固化させてから可燃ごみとして処理し、

容器は金属ごみまたはプラスチックごみとして処理する。 

 エアゾール容器は、穴を開けずに中身を抜いてから容器を金属ごみまたはプラスチックごみとし

て処理する。 

廃電池類 

 仮置場で分別保管し、平常時の回収ルートにのせる。 

 水銀を含むボタン電池等は、容器を指定して保管し回収ルートが確立するまで保管する。 

 リチウム電池は発火の恐れがあるので取扱いに注意を要する。 

廃蛍光灯 
 仮置場で分別保管し、平常時の回収ルートにのせる。 

 破損しないようドラム缶等で保管する。 

高圧ガス

ボンベ 

 流失ボンベは不用意に扱わず、関係団体に連絡する。 

 所有者が分かる場合は所有者に返還し、不明の場合は仮置場で一時保管する。 

カセット

ボンベ･ス

プレー缶 

 内部にガスが残存しているものは、メーカーの注意書きに従うなど安全な場所及び方法でガス抜

き作業を行う。 

 完全にガスを出し切ったものは金属くずとしてリサイクルに回す。 

消火器 

 仮置場で分別保管し、日本消火器工業会のリサイクルシステムルートに処理を委託する。 

特定窓口、指定取引場所の照会⇒㈱消火器リサイクル推進センター 

（http://www.ferpc.jp/recycle/index.html） 

 


